
○介護保険利用者負担軽減制度について 

この制度は、市の独自の制度になりますので、ご存知ない方もお見えになるかも知れませ

んが、一定の要件を満たす介護保険サービス利用者の介護保険利用者負担額を軽減する制

度が現在もあります。対象サービスは、居宅サービスとなります。施設サービスは対象とな

りません。 

この制度につきまして、預貯金の上限額を社会福祉法人の利用料減免の制度と同等になる

ようこの４月より、１５０万円から３５０万円に引き上げました。こちらのチェックリスト

を活用していただいて該当しそうな方がお見えになりましたら、積極的にご案内していた

だきたいと思います。今まであまり活用されていなかった制度なので、金銭的な理由で介護

サービスを使うことをためらっている方などにＰＲしていただきたいと思います。こちら

のすべての条件にあてはまれば、利用料の２分の１が軽減されます。償還払いなので、一旦、

自己負担していただいた領収書が必要となります。なお、認定期間は負担限度額証と同様に

毎年７月３１日になりますので更新が必要です。 


